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庁 議 等 付 議 事 案 調 書 

    開催日 令和 ３年１２月２４日 

局部名 財 政 局 資 産 経 営 部 

教育委員会教育総務部 

教育委員会学校教育部 

 

 

Ⅰ 会 議 名   庁 議   政策会議 

Ⅱ 付議事案名   旧花見川第二中学校跡施設の活用方針     

Ⅲ 付議目的   方針決定   協議   報告  その他（    ） 

 

 

１ 決定事項（協議事項 報告事項） 

 ・旧花見川第二中学校跡施設について、県立特別支援学校として活用することを決定する。 

 

２ 庁議（政策会議）に付議する理由・背景 

 ・旧花見川第一中学校との統合により、平成２７年４月から跡施設となり、活用方針を検討してきた。 

 ・平成２８年８月の政策会議で「バス営業所整備用地として貸付」等の活用方針を決定したが、地元の強い反対を受け、同年１１月

の政策会議で、引き続き検討していく方針へと修正した。 

 ・平成３０年８月にサウンディング型市場調査を実施し、民間事業者の活用可能性を調査したが、地元要望に沿った提案かつ市街化

調整区域である当該跡施設で実現可能な提案はなかった。 
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 ・平成３１年４月に県教育庁から旧花見川第二中学校跡施設に県立特別支援学校を設置したい旨の要望があったことを受け、同年８ 

月に市（資産経営課）主催で地元（跡施設利用促進連絡協議会）との利活用意見交換会を開催。９月に地元から特別支援学校整備 

に賛成する旨の回答を得た後、県と整備に向けて土地・建物の利用条件等について協議を開始した。 

   

３ 方針決定（協議）後の課題・リスク 

 ・県が整備工事に着手するまでに、土地・建物の利用条件を決定する必要がある。 

 

４ 関係部局・副市長との調整状況 

 （１）関係部局との調整状況 

    令和３年１２月 教育委員会と協議済み 

 （２）副市長への報告状況 

    令和３年１０月、１２月副市長レク実施 

 

５ 市長マニフェスト等との関連 

  ・市長マニフェストへの記載     有  ・  無 

   （該当項目：                  ） 

  ・第３次実施計画での位置づけ    有  ・  無 

 

６ 対外公表の時期・方法 

（１）記者発表 

   実施予定なし 

（２）会議資料及び議事録の公表 

   非公表情報（情報公開条例第７条第６号事務事業執行情報）にあたるため、県の令和４年度当初予算公表後に公表する。 
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７ 添付資料 

 別 紙：県立特別支援学校整備の概要 

 参考資料１：サウンディング型市場調査実施結果一覧 

 参考資料２：地元代表協議会からの要望書 

 



県立特別支援学校整備の概要

•特別支援学校の過密状況の解消に向けて、県が平成２９年
９月に「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画」を策定。

•計画に基づき千葉・葛南地域に１３０人規模の学校新設
（小・中・高等学部設置）を検討。

•旧花見川第二中学校跡施設は、過密状況にある千葉特支、
習志野特支および八千代特支のほぼ中間に位置し、最適な
立地である。

•新設校の児童・生徒は、千葉市（花見川区、稲毛区、美浜
区）、習志野市、八千代市から受け入れる。

1

別 紙
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旧花見川二中跡施設配置図

体育館 プール

校舎

約２３，７１６㎡

市街化調整区域

校舎 延床面積 約７，８３５㎡

体育館 延床面積 約９７０㎡
建物

敷地面積

都市計画区域
土地

別 紙
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特別支援学校位置図

県立習志野
特別支援学校

県立千葉
特別支援学校

（花見川・稲毛・美浜）

県立八千代
特別支援学校

文

千葉市立
養護学校

（中央・若葉・緑）

千葉市立
第二養護学校

（中央・若葉・緑）

旧花見川二中

千葉市立
高等特別支援学校

文

文
文

文

文

文
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特別支援学校について

主の障害 必要な手帳

知的障害 療育

肢体不自由 身体障害

病弱 身体障害

視覚障害 身体障害

聴覚障害 身体障害 千葉聾学校

就学の条件

知的発達の遅れがあり、

頻繁に援助が必要

補装具の使用によっても

歩行や基本動作が困難

疾患の状態が継続し、医療

又は生活規制が必要

両眼の矯正視力0.3未満

視力以外の視機能障害

両耳の聴力60㏈以上

該当の学校

県立千葉特別支援学校（小中高）

第二養護学校（小）

千葉市立養護学校（中高）

桜が丘特別支援学校

袖ケ浦特別支援学校

仁戸名特別支援学校

袖ケ浦特別支援学校

千葉盲学校

別 紙
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県立特別支援学校整備のメリット

•教室不足や狭隘化の解消

•通学校区に在住する児童生徒の通学の利便性

•中学校まで特別支援学級に在籍していた生徒の進路の
選択肢

•特別支援学校設置基準（Ｒ３．９）後に新設する特別
支援学校として期待や注目も大きい

別 紙



№ 事業案 事業概要
敷地の

利用形態
賃借

／買取
事業者が考える地元要望貢献への対応

1 専門学校
看護師（准看護師）の養成及び休職中の有
資格者の再教育のための専門学校設置。

一部利用
賃借
／買取

高齢者施設や子育て関連施設が当該残余敷地や周辺で事業展
開される相乗効果が見込まれ、地域の活性化に寄与できる。

2 市内業者 営業所等として活用する。 一部利用
賃借
／買取

災害用トイレ等、防災施設の設置場所の提供ができる。営業
時間が長いため、周辺の暗がりが減り防犯に寄与することが
できる。

3 商業施設 ホームセンターの運営 一体利用
賃借
／買取

営業により子育て世代へ暮らしたくなるまちづくりがＰＲで
きる。また、高齢者の雇用を受け入れることができる。万が
一の災害時に対応できる商品の取り扱いがある。

4 スーパーマーケット
衣料品・食料品・住関連品を取り揃えられ
る大型スーパーマーケット

一体利用 賃借
スーパーマーケットに加え、他企業との協業による子育て支
援施設・高齢者施設の設置を予定。

5 複合商業施設 複合商業施設の運営 一体利用
賃借
／買取

営業により、高齢者の暮らしのサポートができる。また、駐
車場に災害用トイレの設置ができる。

6 ショッピングセンター ショッピングセンターの運営 一体利用 賃借

・暮らしに役立つだけでなく、食をメインに考え、地域に活
気と賑わいを寄与する。
・地域の活性化及びウエルネスをテーマにコミュニティ交流
拠点施設を目指す。

7 リノベーション施設

グラウンドはカフェなどの飲食店を誘致し
転貸。また、校舎にホームセンターの機能
を付帯し、ＤＩＹ等で使えるように貸し出
す、等の活用をする。

一体利用
賃借
／買取

親子で参加できる施設になり、子育て世代が暮らしたくなる
まちづくりに寄与する。

8
現況校舎を活用したス
ポーツ施設

耐震化された施設を活用し、テニスコー
ト、フットサル等のスポーツ施設とする。

一部利用
賃借
／買取

スポーツを通じ青少年の育成、地域への愛着を育むことによ
り、地域活性化を図る。

旧花見川第二中学校跡地 サウンディング型市場調査　実施結果一覧

※　立地条件等による市場性から事業提案がなされたものであり、現時点における法令等の制限により実現の可能性が低いものも含まれます。
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